
（単位：百万円）

　　科　　　　　　　目 金                額 　　科　　　　　　　目 金                額

　  （ 資 産 の 部 ）   　（ 負 債 の 部 ）

277,343 5,882,282
現 金 71,692 当 座 預 金 259,652
預 け 金 205,651 普 通 預 金 2,516,042

202,666 貯 蓄 預 金 86,761
2,099 通 知 預 金 21,186
5,246 定 期 預 金 2,610,109

298 定 期 積 金 39,782
商 品 国 債 276 そ の 他 の 預 金 348,748
商 品 地 方 債 21 630,240

1,965 13,387
2,761,760 2,099

国 債 1,095,038 37,481
地 方 債 174,955 77,905
社 債 759,855 借 入 金 77,905
株 式 406,965 213
そ の 他 の 証 券 324,946 売 渡 外 国 為 替 213

3,942,082 15,000
割 引 手 形 33,621 29,953
手 形 貸 付 131,628 54,829
証 書 貸 付 3,257,041 未 決 済 為 替 借 14
当 座 貸 越 519,790 未 払 法 人 税 等 4,281

2,576 未 払 費 用 9,140
外 国 他 店 預 け 1,911 前 受 収 益 2,254
買 入 外 国 為 替 369 従 業 員 預 り 金 1,255
取 立 外 国 為 替 296 給 付 補 て ん 備 金 198

29,414 金 融 派 生 商 品 8,979
未 収 収 益 7,090 リ ー ス 債 務 205
金 融 派 生 商 品 10,633 資 産 除 去 債 務 214
そ の 他 の 資 産 11,690 そ の 他 の 負 債 28,285

75,601 22,901
建 物 26,429 221
土 地 40,705 997
リ ー ス 資 産 189 57,059
建 設 仮 勘 定 1,101 307
その他の有形固定資産 7,175 11,942

2,329 6,836,823
ソ フ ト ウ エ ア 2,051  （ 純 資 産 の 部 ）
その他の無形固定資産 277 42,103

11,942 30,301
△ 40,778 資 本 準 備 金 30,301

235,270
利 益 準 備 金 17,456
そ の 他 利 益 剰 余 金 217,814

別   途   積   立   金 197,375
繰 越 利 益 剰 余 金 20,439

△ 1,225
306,450
131,535
△ 935

448
131,048

227
437,726

7,274,549 7,274,549

売 現 先 勘 定

再評価に係る繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

無 形 固 定 資 産

偶 発 損 失 引 当 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

貸 倒 引 当 金
支 払 承 諾 見 返

外 国 為 替

そ の 他 資 産

退 職 給 付 引 当 金

睡眠預金払戻損失引当金

有 形 固 定 資 産

コ ー ル マ ネ ー

株 主 資 本 合 計

支 払 承 諾

資 本 金

負 債 の 部 合 計

資 本 剰 余 金

そ の 他 負 債

新 株 予 約 権 付 社 債

外 国 為 替

繰 延 税 金 負 債

買 入 金 銭 債 権

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

譲 渡 性 預 金

債券貸借取引受入担保金

社 債

借 用 金

第１０８期末 （平成２３年３月３１日現在）　　貸借対照表

有 価 証 券

貸 出 金

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

預 金現 金 預 け 金

負債及び純資産の部合計
純 資 産 の 部 合 計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

資 産 の 部 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
新 株 予 約 権

土 地 再 評 価 差 額 金



　　　第１０８期     　損益計算書

（単位：百万円）
科　　　　　   　　目     金　    　     　       　　　　額

116,150
資　 金　 運　 用　 収　 益 93,527

貸 出 金 利 息 62,648
有 価 証 券 利 息 配 当 金 29,573
コ ー ル ロ ー ン 利 息 1,191
そ の 他 の 受 入 利 息 113

役　務　取　引　等　収　益 12,891
受 入 為 替 手 数 料 4,799
そ の 他 の 役 務 収 益 8,092

そ　の　他　業　務　収　益 7,652
外 国 為 替 売 買 益 1,189
商 品 有 価 証 券 売 買 益 13
国 債 等 債 券 売 却 益 6,151
金 融 派 生 商 品 収 益 298

そ　の　他　経　常　収　益 2,078
株 式 等 売 却 益 277
金 銭 の 信 託 運 用 益 6
そ の 他 の 経 常 収 益 1,793

83,031
資 　金 　調 　達 　費 　用 11,703

預 金 利 息 7,842
譲 渡 性 預 金 利 息 1,625
コ ー ル マ ネ ー 利 息 80
債券貸借取引支払利息 137
借 用 金 利 息 778
社 債 利 息 331
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 891
そ の 他 の 支 払 利 息 15

役　務　取　引　等　費　用 6,613
支 払 為 替 手 数 料 827
そ の 他 の 役 務 費 用 5,785

そ　の　他　業　務　費　用 904
国 債 等 債 券 売 却 損 747
国 債 等 債 券 償 却 156

営　　 　業　 　　経 　　　費 55,849
そ　の　他　経　常　費　用 7,960

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 4,447
貸 出 金 償 却 127
株 式 等 売 却 損 16
株 式 等 償 却 145
そ の 他 の 経 常 費 用 3,222

33,118
2

固 定 資 産 処 分 益 1
償 却 債 権 取 立 益 1

633
固 定 資 産 処 分 損 509
資産除去債務会計基準の
適 用 に 伴 う 影 響 額 123

32,487
10,093
4,121

14,214
18,273当 期 純 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

   平成２２年　４月　１日から

   平成２３年　３月３１日まで

経 常 収 益

経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失



個 別 注 記 表

重要な会計方針

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法

  商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1)

(2)

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

  デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

    建  物      ８年～50年

    その他      ５年～50年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

(3) リース資産

5. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

6. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

  無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における

利用可能期間(５年)に基づいて償却しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る｢有形固定資産｣及び｢無形固定資産｣中のリース資産は、リース

期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決め

があるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

　外貨建の資産・負債については、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

  貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社・子法人等

株式及び関連法人等株式については、移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについて

は決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、時価を把握することが極めて困難と

認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額に

ついては、全部純資産直入法により処理しております。

　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価

は、時価法により行っております。

  有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)については

定額法)を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

  破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況にある債務

者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残

額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められ

る債務者(以下、｢破綻懸念先｣という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証に

よる回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上して

おります。

  破綻懸念先で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上

の債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができ

る債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を

貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により引き当てております。



(2) 退職給付引当金

(3) 睡眠預金払戻損失引当金

(4) 偶発損失引当金

7. リース取引の処理方法

8. ヘッジ会計の方法

(1) 金利リスク・ヘッジ

(2) 為替変動リスク・ヘッジ

9. 消費税等の会計処理

会計方針の変更

(資産除去債務に関する会計基準)

  すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資

産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

  退職給付引当金は､従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき､必要額を計上しております。また､数理計算上の差異の処理方法は以下のとおりであります。

各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理

  偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払い等に備えるため、将来の負担金支

払見込額を計上しております。

  睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の

払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税等は当事業年度の

費用に計上しております。

　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業における外貨建取引

等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号)に規定す

る繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスク

を減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金

銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性

を評価しております。

   数理計算上の差異

  上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお

ります。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する事業年度に

属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方

法のほか、｢銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第24号)に規定する繰延ヘッジ(キャッシュ・フローを固定するヘッジ)によっております。

ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の

評価をしております。

　当事業年度から｢資産除去債務に関する会計基準｣(企業会計基準第18号平成20年３月31日)及び｢資産除去債務に関

する会計基準の適用指針｣(企業会計基準適用指針第21号平成20年３月31日)を適用しております。

  これにより、経常利益は６百万円、税引前当期純利益は130百万円それぞれ減少しております。また、当会計基準

等の適用開始による資産除去債務の変動額は214百万円であります。



注記事項

(貸借対照表関係)

1.   関係会社の株式及び出資金総額　 672百万円

2.

3.

4.   貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は8,516百万円であります。

5.

  なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

6.

7.   担保に供している資産は次のとおりであります。

  担保に供している資産

   有価証券 63,278百万円

   買現先勘定 2,099百万円

  担保資産に対応する債務

   債券貸借取引受入担保金 37,481百万円

   借入金 21,100百万円

   預金 15,946百万円

   売現先勘定　 2,099百万円

  また、その他の資産のうち保証金は1,609百万円であります。

  貸出金のうち、３か月以上延滞債権額は35百万円であります。

  なお、３か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３

か月以上延滞債権に該当しないものであります。

  破綻先債権額、延滞債権額、３か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は156,719百万円でありま

す。

  手形割引は、｢銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第24号)に基づき金融取引として処理しております。これにより受入れた商業手形及び買入外国

為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、33,987百万円で

あります。

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以

下｢未収利息不計上貸出金｣という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第１項第３号のイからホ

までに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

  上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券318,974百万円を差

し入れております。

  貸出金のうち、破綻先債権額は9,620百万円、延滞債権額は138,546百万円であります。

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。



8.

9.

  再評価を行った年月日 平成14年３月31日

  同法律第３条第３項に定める再評価の方法

10.   有形固定資産の減価償却累計額 67,285百万円

11.   有形固定資産の圧縮記帳額 2,083百万円

12.

13.   社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。

14.

15.

16.   １株当たりの純資産額 1,157円78銭

17.   取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額 633百万円

18.

19.   関係会社に対する金銭債権総額　 9,021百万円

20.   関係会社に対する金銭債務総額　 14,077百万円

  貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契

約により使用しております。

  当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ

れらの契約に係る融資未実行残高は、1,099,671百万円であります。このうち、原契約期間が１年以内のもの又は任

意の時期に無条件で取消可能なものが1,058,288百万円あります。

　土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価税法に

規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額(路線価)に基づいて、奥行価格補正、時点修正等

の合理的な調整を行って算出。

  借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金56,500百万円が含

まれております。

  新株予約権付社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された無担保転換社債型新株予約

権付社債(劣後特約付)であります。

  「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)による社債に対する当行の保証債

務の額は28,178百万円であります。

  同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評

価後の帳簿価額の合計額との差額     3,205百万円

  土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差

額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを

控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変

化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減

額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の

担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契

約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。



(損益計算書関係)

1. 　関係会社との取引による収益

　　資金運用取引に係る収益総額 187百万円

　　役務取引等に係る収益総額 42百万円

　　その他業務・その他経常取引に係る収益総額 236百万円

　関係会社との取引による費用

　　資金調達取引に係る費用総額 13百万円

　　役務取引等に係る費用総額 1,236百万円

　　その他業務・その他経常取引に係る費用総額 1,405百万円

2.   １株当たり当期純利益金額                  48円35銭

3.   潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 45円20銭

4.   関連当事者との取引                 

子会社及び子法人等

(有価証券関係)

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。

1. 売買目的有価証券(平成23年３月31日現在)

当事業年度の損益に含まれた

評価差額(百万円)

売買目的有価証券 △ 1

2. 満期保有目的の債券(平成23年３月31日現在)

  該当ありません。

3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式(平成23年３月31日現在)

貸借対照表 時　価 差　額

計上額
(百万円) (百万円) (百万円)

- - - 

- - - 

(注)

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。

　京都信用保証サービス株式会社より当行の各種ローンに対して保証を受けております。なお、保証料は、各種

ローン債務者から直接保証会社に支払うほか、一部のローンについては当行より支払っており、当行の支払額は

934百万円であります。なお、取引条件については、交渉のうえ決定しております。

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

子会社・子法人等
株式

関連法人等株式

種類 会社等の名称 議決権の所有
（被所有）

割合

関連当事者と
の関係

1,213,050

2,013

当行ローンの
保証
上記に伴う代
位弁済

子法人等

取引の内容 科目 期末残高

―

――

―京都信用保証
サービス株式
会社

所有
直接 5％

当行ローンの
保証
役員の兼任

取引金額
（百万円）

貸借対照表

計上額

(百万円)

25

- 

子会社・子法人等
株式

関連法人等株式



4. その他有価証券(平成23年３月31日現在)

貸借対照表 取得原価 差額

種類 計上額

(百万円) (百万円) (百万円)

 株式 380,780 150,405 230,375

 債券 1,191,780 1,181,176 10,604

  国債 505,720 502,344 3,376

貸借対照表計上額   地方債 104,877 103,603 1,273

が取得原価を超え   短期社債 - - - 

るもの   社債 581,182 575,229 5,953

 その他 154,225 151,734 2,490

  外国債券 140,373 138,497 1,876

  その他 13,851 13,237 614

小計 1,726,787 1,483,316 243,470

 株式 22,701 29,641 △ 6,939

 債券 838,068 845,230 △ 7,162

  国債 589,317 594,365 △ 5,047

貸借対照表計上額   地方債 70,078 70,353 △ 275

が取得原価を超え   短期社債 - - - 

ないもの   社債 178,672 180,511 △ 1,839

 その他 169,073 177,947 △ 8,874

  外国債券 131,387 133,174 △ 1,787

  その他 37,685 44,772 △ 7,087

小計 1,029,842 1,052,819 △ 22,977

合計 2,756,629 2,536,136 220,493

(注)

5. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  該当ありません。

6. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(百万円) (百万円) (百万円)

 株式 1,962 277 16

 債券 926,695 5,727 693

  国債 859,003 5,409 677

  地方債 15,364 44 - 

  短期社債 - - - 

  社債 52,326 274 16

 その他 48,778 424 54

  外国債券 47,446 271 17

  その他 1,331 152 36

合計 977,435 6,429 764

7. 保有目的を変更した有価証券

  該当ありません。

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。

時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

貸借対照表

計上額

(百万円)

3,457

1,648

合計 5,105

株式

その他



8. 減損処理を行った有価証券

(金銭の信託関係)

1. 運用目的の金銭の信託(平成23年３月31日現在)

貸借対照表計上額 当事業年度の損益に含まれた
（百万円） 評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 1,965 - 

2. 満期保有目的の金銭の信託(平成23年３月31日現在)

  該当ありません。

3. その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成23年３月31日現在)

  該当ありません。

  有価証券(売買目的有価証券を除く。)で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく

下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借

対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しておりま

す。

　当事業年度における減損処理額は、271百万円(うち、株式114百万円、社債７百万円、その他の証券148百万円）

であります。

　また、時価が｢著しく下落した｣と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の

区分毎に以下のとおり定めております。

　破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べ下落

　要注意先 時価が取得原価に比べ30％以上下落

　正常先

時価が取得原価に比べ50％以上下落又は、時価が取得原価に

比べ30％以上50％未満下落したもので市場価格が一定水準以

下で推移している場合等

　なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的

に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社でありま

す。破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に

注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行

会社であります。

(追加情報)

　従来は、有価証券(売買目的有価証券を除く。)で時価のあるもののうち、時価が取得原価の50％以上下落した銘

柄は一律減損処理し、時価が取得原価の30％以上50％未満下落した銘柄は過去１年間の平均時価が30％以上下落し

たものを減損処理するほか、信用リスク等を勘案し減損処理しておりましたが、当事業年度より、時価の下落率の

ほか発行会社の信用リスクに係る評価結果等を加味した、より合理的な総合判断に基づいて減損処理を行うため、

上記基準に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べ減損処理額は3,544百万円減少(うち、株式3,552百万円減少、社債7百万円増加)し

ております。



(税効果会計関係)

　　貸倒引当金損金算入限度超過額 14,561  百万円

　　退職給付引当金損金算入限度超過額 9,318  百万円

　　有価証券償却損金算入限度超過額 6,982  百万円

　　減価償却費損金算入限度超過額 695  百万円

　　その他 5,041  百万円

　繰延税金資産小計 36,600  百万円

　評価性引当額 △ 4,667  百万円

　繰延税金資産合計 31,932  百万円

　繰延税金負債

　　その他有価証券評価差額金 △ 88,957  百万円

　　その他 △ 34  百万円

　　繰延税金負債合計 △ 88,992  百万円

　繰延税金負債の純額 △ 57,059  百万円

(自己資本比率)

　国内基準による自己資本比率　　　13.22％

(注)個別注記表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

　繰延税金資産

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。



     （平成２３年３月３１日現在） 連結貸借対照表   

（単位：百万円）

科          目

（負 債 の 部）

277,423 預 金 5,873,046

202,666 譲 渡 性 預 金 625,640

2,099 ｺｰﾙﾏﾈｰ及び売渡手形 13,387

9,953 売 現 先 勘 定 2,099

298 債券貸借取引受入担保金 37,481

1,965 借 用 金 79,505

2,766,484 外 国 為 替 213

3,935,192 社 債 15,000

2,576 新 株 予 約 権 付 社 債 29,953

8,058 そ の 他 負 債 68,184

33,121 退 職 給 付 引 当 金 22,984

76,067 睡眠預金払戻損失引当金 221

建 物 26,506 偶 発 損 失 引 当 金 997

土 地 41,050 繰 延 税 金 負 債 57,065

建 設 仮 勘 定 1,107 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 307

その他の有形固定資産 7,403 支 払 承 諾 11,942

2,437 負 債 の 部 合 計 6,838,031

ソ フ ト ウ ェ ア 2,152 （純 資 産 の 部）

その他の無形固定資産 284 資 本 金 42,103

3,165 資 本 剰 余 金 30,301

11,942 利 益 剰 余 金 237,267

△ 47,614 自 己 株 式 △ 1,225

株 主 資 本 合 計 308,446

その他有価証券評価差額金 131,540

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 935

土 地 再 評 価 差 額 金 448

その他の包括利益累計額合計 131,053

新 株 予 約 権 227

少 数 株 主 持 分 8,078

純 資 産 の 部 合 計 447,806

7,285,838 負債及び純資産の部合計 7,285,838

科            目

（資 産 の 部）

金          額 金          額

資 産 の 部 合 計

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

外 国 為 替

そ の 他 資 産

貸 倒 引 当 金

リ ー ス 債 権 及 び リ ー ス 投 資 資 産

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

現 金 預 け 金

ｺ ｰ ﾙ ﾛ ｰ ﾝ 及 び 買 入 手 形

買 現 先 勘 定

買 入 金 銭 債 権



          平成２２年 ４月  １日から　　

          平成２３年 ３月３１日まで
　　　             連結損益計算書

（単位：百万円）

 科               目 金 額

経      常      収      益  124,328

資   金   運   用   収   益 93,774

貸 出 金 利 息 62,849

有 価 証 券 利 息 配 当 金 29,616

ｺｰﾙﾛｰﾝ利息及び買入手形利息 1,191

そ の 他 の 受 入 利 息 116

役  務  取  引  等  収  益     16,108

そ  の  他  業  務  収  益     12,402

そ  の  他  経  常  収  益     2,043

経      常      費      用    89,175

資   金   調   達   費   用       11,724

預 金 利 息 7,835

譲 渡 性 預 金 利 息 1,619

ｺｰﾙﾏﾈｰ利息及び売渡手形利息 80

債 券 貸 借 取 引 支 払 利息 137

借 用 金 利 息 803

社 債 利 息 331

そ の 他 の 支 払 利 息 916

役  務  取  引  等  費  用     5,900

そ  の  他  業  務  費  用     5,121

営       業       経       費         57,425

そ  の  他  経  常  費  用 9,003

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 5,191

そ の 他 の 経 常 費 用 3,811

経       常       利       益          35,153

特       別       利       益    24

固 定 資 産 処 分 益 1

償 却 債 権 取 立 益 22

特       別       損       失    635

固 定 資 産 処 分 損 511
資産除去債務会計基準の
適 用 に 伴 う 影 響 額 123

34,542

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税    10,951

法  人  税  等  調  整  額 4,116

法  人  税  等  合　計 15,067

19,475

少  数  株  主  利  益 1,096

当　期　純　利　益 18,379

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

少数株主損益調整前当期純利益



     株式会社  京都銀行

     取締役頭取  髙﨑 秀夫

連 結 注 記 表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

1. 子会社、子法人等及び関連法人等の定義に関する事項

  子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。

2. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結される子会社及び子法人等    ７社

(会社名)

  烏丸商事株式会社

  京銀ビジネスサービス株式会社

  京都信用保証サービス株式会社

  京銀リース・キャピタル株式会社

  京都クレジットサービス株式会社

  京銀カードサービス株式会社

  株式会社京都総合経済研究所

(2) 非連結の子会社及び子法人等    ４社

(主要な会社名)

  京都・同志社発ベンチャー育成投資事業有限責任組合

3. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等並びに関連法人等

  該当ありません。

(2) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等    ４社

(主要な会社名)

  京都・同志社発ベンチャー育成投資事業有限責任組合

(3) 持分法非適用の関連法人等

  該当ありません。

4. 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項

  連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。

  ３月末日　　７社

5. 開示対象特別目的会社に関する事項

  該当事項はありません。

6. 会計処理基準に関する事項

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法

  商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

  非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見

合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない

程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

  持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)

等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いており

ます。



(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

(ｲ)

(ﾛ)

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

  デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

(4) 減価償却の方法

① 有形固定資産

    建  物       ８年～50年

    その他       ５年～50年

② 無形固定資産

(5) 貸倒引当金の計上基準

  当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

(6) 退職給付引当金の計上基準

   数理計算上の差異

(7) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

  当行の有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)につ

いては定額法)を採用しております。

  また、主な耐用年数は次のとおりであります。

  連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法

により償却しております。

  有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券

のうち時価のあるものについては、連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算

定)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行ってお

ります。

  有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価

は、時価法により行っております。

  退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異の処理方法は以下のとおりであります。

各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)によ

る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

  睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払

戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

  無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに

連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間(５年)に基づいて償却しております。

  連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認め

た額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当て

ております。

  破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者

に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を

計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務

者(以下、｢破綻懸念先｣という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収

可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

  破綻懸念先で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の

債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債

権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引

当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により引き当てております。

  上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しており

ます。

  すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産

監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。



(8) 偶発損失引当金の計上基準

(9) 外貨建資産・負債の換算基準

  当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

  連結される子会社及び子法人等については、当連結決算日現在、該当事項ありません。

(10) リース取引の処理方法

(11) 重要なヘッジ会計の方法

(ｲ) 金利リスク・ヘッジ

(ﾛ) 為替変動リスク・ヘッジ

   連結される子会社及び子法人等については、当連結決算日現在、該当事項ありません。

(12) 消費税等の会計処理

(13) のれんの償却に関する事項

  　 該当事項はありません。

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更

(資産除去債務に関する会計基準)

表示方法の変更

(連結貸借対照表関係)

(連結損益計算書関係)

　｢銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令｣(内閣府令第５号平成23年３月25日)により改正された｢銀行法施行規

則｣(昭和57年大蔵省令第10号)別紙様式を適用し、前連結会計年度における「評価・換算差額等」は当連結会計年度か

ら「その他の包括利益累計額」として表示しております。

  当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付

けする方法のほか、｢銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公認会計

士協会業種別監査委員会報告第24号)に規定する繰延ヘッジ(キャッシュ・フローを固定するヘッジ)によってお

ります。ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証によ

り有効性の評価をしております。

　当連結会計年度から、｢資産除去債務に関する会計基準｣(企業会計基準第18号平成20年３月31日)及び｢資産除去債務

に関する会計基準の適用指針｣(企業会計基準適用指針第21号平成20年３月31日)を適用しております。

　これにより、経常利益は６百万円、税金等調整前当期純利益は130百万円それぞれ減少しております。また、当会計

基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は214百万円であります。

　当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　当連結会計年度から｢銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令｣(内閣府令第41号平成22年９月21日)により改正

された｢銀行法施行規則｣(昭和57年大蔵省令第10号)別紙様式を適用し、｢少数株主損益調整前当期純利益｣を表示して

おります。

  偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払い等に備えるため、将来の負担金支払

見込額を計上しております。

  当行並びに連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年４月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理に

よっております。

  当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業における外貨

建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号)に

規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変

動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象であ

る外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより

ヘッジの有効性を評価しております。



注記事項

(連結貸借対照表関係)

1.   関係会社の株式及び出資金総額(連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く)  647百万円

2.

3.

4.   貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は8,527百万円であります。

5.

  なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

6.

7.   担保に供している資産は次のとおりであります。

  担保に供している資産

   有価証券 63,278百万円

   買現先勘定 2,099百万円

  担保資産に対応する債務

   債券貸借取引受入担保金 37,481百万円

   借用金 21,100百万円

   預金 15,946百万円

   売現先勘定 2,099百万円

  また、その他資産のうち保証金は1,623百万円であります。

8.

  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３か

月以上延滞債権に該当しないものであります。

  貸出金のうち、３か月以上延滞債権額は35百万円であります。

  なお、３か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破

綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

  貸出金のうち、破綻先債権額は10,192百万円、延滞債権額は140,245百万円であります。

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息

の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下

｢未収利息不計上貸出金｣という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第１項第３号のイからホまで

に掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

  手形割引は、｢銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会業種

別監査委員会報告第24号)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為

替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、33,987百万円であり

ます。

  上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券318,974百万円を差し

入れております。

  破綻先債権額、延滞債権額、３か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は159,001百万円であります。

  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの

契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及

び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられており

ます。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めて

いる行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じており

ます。

  当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら

の契約に係る融資未実行残高は、1,141,588百万円であります。このうち、原契約期間が１年以内のもの又は任意の時

期に無条件で取消可能なものが1,100,206百万円あります。



9.

  再評価を行った年月日 平成14年３月31日

  同法律第３条第３項に定める再評価の方法

10.   有形固定資産の減価償却累計額 67,696百万円

11.   有形固定資産の圧縮記帳額 2,083百万円

12.

13.   社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。

14.

15.

16.   １株当たりの純資産額 1,163円7銭

17.   当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額 633百万円

18.

19.   当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。

     退職給付債務 △ 43,461百万円

     年金資産(時価) 16,625百万円

     未積立退職給付債務 △ 26,836百万円

     会計基準変更時差異の未処理額 -百万円

     未認識数理計算上の差異 3,852百万円

     未認識過去勤務債務 -百万円

     連結貸借対照表計上額の純額 △ 22,984百万円

        前払年金費用 -百万円

        退職給付引当金 △ 22,984百万円

(連結損益計算書関係)

1.   １株当たり当期純利益金額                  48円63銭

2.   潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 45円46銭

3.   包括利益 △ 34,186百万円

  有価証券中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)による社債に対する当行の保証債務の額

は28,178百万円であります。

  連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース

契約により使用しております。

  同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再

評価後の帳簿価額の合計額との差額       3,205百万円

  借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金56,500百万円が含ま

れております。

  土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価税法に規定

する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額(路線価)に基づいて、奥行価格補正、時点修正等の合理

的な調整を行って算出。

  土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評

価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を｢再評価に係る繰延税金負債｣として負債の部に計上し、これを

控除した金額を｢土地再評価差額金｣として純資産の部に計上しております。

  新株予約権付社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された無担保転換社債型新株予約権

付社債(劣後特約付)であります。



(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

①

②

③

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

  なお、デリバティブ取引を利用したヘッジ会計の内容は以下のとおりでございます。

　当行グループは、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業

務等の銀行業務を中心に、信用保証業務、リース業務、クレジットカード業務などの金融サービスを提供しており

ます。地域における中枢的金融機関として安定した金融仲介機能を発揮することを基本的使命とし、中小企業や個

人に対する預金や貸出金等の多様な金融サービスの提供、債券や株式等の有価証券への運用等により安定した収益

を確保していくことで、健全経営を堅持しております。

　デリバティブ取引は、市況変動から損失を被る可能性のある市場リスクや取引の相手方が契約不履行に陥った場

合に損失を被る可能性のある与信リスクが内包されております。なお、取引の大半がヘッジ目的や顧客取引に対す

るカバー取引であるため、市場リスクにつきましてはデリバティブ取引の被るリスクと資産・負債が被るリスクが

相殺されるようになっております。

　また、有価証券は、主に債券や株式等であり、これらは、発行体の経営状態の悪化等により有価証券の価値が減

少する信用リスクのほか、市場金利の変動により調達と運用の利鞘が縮小又は逆転する金利リスクや市場価格の変

動により損失を被る価格変動リスクなどの市場リスクを有しています。

　当行グループが保有する金融資産のうち、貸出金については、主に地元企業や個人に対する事業資金や各種ロー

ンであり、これらは与信先の経営状態の悪化等により元本や利息が回収できなくなる信用リスクを有しています。

　ほかにも、預金等の相対的に期間の短い資金で調達を行う一方で、貸出金や有価証券等の相対的に期間の長い資

金で運用を行っているため、資金の運用と調達の期間ミスマッチや予期しない資金の流出等により資金繰りに支障

をきたし、通常よりも著しく高いコストの資金調達を余儀なくされ損失を被るリスク、並びに市場の混乱等によ

り、市場において取引が出来なかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失

を被るリスクなど、流動性リスクを有しています。

　なお、当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりでございます。

　・ヘッジ手段…金利スワップ、通貨スワップ

　・ヘッジ対象…固定金利貸出資産の一部、定期預金の一部、有価証券の一部

  当行では、｢信用リスク管理規程｣により、管理態勢を定めたうえで、信用リスク管理の強化に取組んでいま

す。

　金利スワップ並びに、通貨スワップにつきましては、期末基準日において、ヘッジの有効性を確認しており

ます。

　｢金融商品会計に関する実務指針｣等に準拠する内規に基づき、金利リスク及び債券・株式等の価格変動リス

クを対象としております。

　当行は、金利や為替等の相場変動にさらされている資産にかかるリスク(市場リスク)を回避する目的として、デ

リバティブ取引を活用するとともに、短期的な売買を行うトレーディング取引については一定の取引限度額等を設

定し、取組んでおります。

　このほか、新しい金融商品に対するお客様のニーズに積極的にお応えするために、デリバティブ取引を利用して

おります。

　デリバティブ取引は、金利スワップ取引、金利キャップ取引、通貨スワップ取引、通貨オプション取引、為替予

約取引等です。金利先物取引、債券オプション取引等については、当連結会計年度末時点での残高はございませ

ん。なお、連結子会社は、デリバティブ取引を行っておりません。

　ヘッジ会計の方法は繰延ヘッジ処理によっております。

　ヘッジ方針(ヘッジ手段、ヘッジ対象を含む)



② 市場リスクの管理

③

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　当行では、｢市場リスク管理規程｣により管理態勢を定めたうえで、市場リスク管理の強化に取組んでいま

す。所管部である証券国際部においては、有価証券等の市場リスクを適切に管理するため、自己資本・業務純

益等の当行の体力や収益とのバランスを考慮したうえでポジション枠・損失限度額等のリスク許容度を設定し

ております。また、保有するポジション等のリスク量管理においては適正かつ正確な時価の定期的な計測と把

握に努め、VaR等によりリスク量を計量化し、当リスク量についてALM会議に報告を行っております。

　そのうえで、当行では、リスク統轄部内にリスク管理室ALMグループを設置し、預貸金を含めた市場リスクを

信用リスクなど他のリスクと一元的に把握したうえで、これを体力(自己資本)の範囲内に適切にコントロール

することで安定した収益の確保に努めております。

流動性リスクの管理

　デリバティブ取引については、取引の大半がヘッジ目的や顧客取引に対するカバー取引ですが、短期的な売

買を行うトレーディング取引については、一定の損失限度額等を設定し、管理しております。

　リスク統轄部与信企画室では、内部格付・自己査定制度、償却・引当など信用リスク管理の企画・統轄を行

うとともに信用リスクの計量的な分析・把握を行っています。加えて、特定の取引先、特定の業種等に与信が

集中していると、環境の変化等に伴い、大きな損失が発生する可能性があるため、さまざまな角度からポート

フォリオの状況を分析し、過度な与信集中が起こらないよう管理しております。信用リスク量や与信集中状況

については、毎月のALM会議に報告を行っております。

　また、行員の階層別の融資業務研修を実施するなど審査能力の向上にも注力しております。

　併せて、審査部内に経営支援室を設置し、各種の経営改善支援策を通じて経営不振先の抜本的な事業再生を

図り、当行資産の健全化に取組んでいるほか、自己査定結果に基づき、与信先に対して、個別に対応方針を策

定するとともに、継続的なモニタリングを通じ、業況の変化に応じた対応を実施するなど、リスク管理の強化

に努めています。

　このため、ALMグループでは、｢VaR法｣、｢資産・負債現在価値の変動額(アウトライヤー基準に基づく金利リ

スク量)｣などによりリスク管理・分析を行っています。また、バックテスティングやストレステスト等によ

り、計量化手法や管理方法の妥当性・有効性を検証しております。

　また、資産の健全性の維持・向上のために、グループ会社を含め、資産の自己査定を実施し適正な償却・引

当を行っているほか、監査部に専門担当部署として資産監査室を設け、自己査定の実施状況及びこれに基づく

償却・引当の妥当性を監査するとともに、会計監査人の監査も受けております。

　一方で、個別与信管理においては、営業部門から独立した審査部門として審査部を設け、厳格な審査を行っ

ております。与信を行うにあたっては、審査部内の格付審査の担当が与信先の財務状態、技術力、将来性等に

基づき、債務者格付の付与を厳格に行い、それを踏まえ、融資案件審査の担当が資金使途や返済原資と合わせ

総合的に返済能力を判断しております。

　また、株式等にかかるリスク管理の方針を定めるとともに、日々のポジション・損益を算出し、経営へ報告

するなど、十分なリスク管理体制を敷いております。当行及びグループ会社が保有している株式等について

は、６ヶ月ごとに実施する自己査定を通して正確な実態把握に努めており、自己査定結果については、監査部

並びに会計監査人の監査を受けております。

　さらに、ALM会議では、半期ごとに信用・金利・流動性等リスク管理方針の見直しを行っております。また、

算出した各リスク量については、毎月のALM会議において報告するとともに、資産・負債構成の適正化やリスク

ヘッジ等の対応策を検討するなど、戦略的なリスクマネジメントに努めております。

　当行では、資金の運用・調達残高の予想・検証を入念に行うことにより、資金ポジションの適切な管理を行

うとともに、市場からの調達可能額を常時把握する体制をとり、流動性リスクに備えております。

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ

た場合、当該価額が異なることもあります。



2. 金融商品の時価等に関する事項

(単位：百万円)

連結貸借対照表 時　価 差　額

計上額

(1) 現金預け金       277,423          277,423             -

(2) コールローン及び買入手形       202,666          202,666             -

(3) 有価証券

    満期保有目的の債券         3,613            3,623            10

    その他有価証券     2,757,109        2,757,109             -

(4) 貸出金     3,935,192

　　  貸倒引当金(*1)      △45,188

    3,890,003        3,926,281        36,278

資産計     7,130,815        7,167,104        36,288

(1) 預金     5,873,046        5,877,711         4,664

(2) 譲渡性預金       625,640          625,691            50

(3) 借用金        79,505           80,693         1,188

負債計     6,578,193        6,584,096         5,903

デリバティブ取引(*2)

  ヘッジ会計が適用されていないもの           762              762             -

  ヘッジ会計が適用されているもの           891              891             -

デリバティブ取引計         1,654            1,654             -

(*1) 

(*2) 

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資  産

(1) 現金預け金

(2) コールローン及び買入手形

(3) 有価証券

(4) 貸出金

　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

  満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

満期のある預け金についても、約定期間が短期間(１年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。

　これらは、約定期間が短期間(１年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価

としております。

  株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託

は、公表されている基準価格によっております。

　また、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。

  自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに元利金の合計額を同様に新規に発行を行った場合に想

定される利率で割り引いて時価を算定しております。

  貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異

なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によ

るものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合

に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳

簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

  平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。

　貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

　その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

　なお、連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。

  また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ･フローの現在価値

又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結

貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。



負 債

(1) 預金、及び(2) 譲渡性預金

(3) 借用金

デリバティブ取引

(注2)

(単位：百万円)

　　　区　分 連結貸借対照表計上額

①非上場株式(*1)(*2)            4,113

②非上場その他の証券(*3)            1,648

　　　合　計            5,761

(*1)

(*2)

(*3)

　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示

の対象とはしておりません。

　当連結会計年度において、非上場株式について37百万円減損処理を行っております。

  要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定

期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現在価値を算定しておりま

す。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(１年

以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　デリバティブ取引は、金利スワップ取引、金利キャップ取引、通貨スワップ取引、通貨オプション取引、為替予約

取引等であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。

　非上場その他の証券のうち、ベンチャーファンド出資金など時価を把握することが極めて困難と認められる

もので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。

  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の｢資産(3)そ

の他有価証券｣には含まれておりません。

  貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについて

は、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価

としております。

  借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子法人等の信用状態は

実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価と

しております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入にお

いて想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間（1年以内）のものは、

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。



(有価証券関係)

   連結貸借対照表の｢有価証券｣のほか、｢商品有価証券｣が含まれております。

1. 売買目的有価証券(平成23年３月31日現在)

当連結会計年度の損益に含まれた

評価差額(百万円)

売買目的有価証券 △1   

2. 満期保有目的の債券(平成23年３月31日現在)

連結貸借対 時価 差額

種類 照表計上額

(百万円) (百万円) (百万円)

 国債         2,709         2,724               14

 地方債             -             -                -

　時価が連結貸  短期社債             -             -                -

　借対照表計上  社債             -             -                -

　額を超えるも  その他             -             -                -

　の   外国債券             -             -                -

  その他             -             -                -

  　小計         2,709         2,724               14

 国債           904           899              △4

 地方債             -             -                -

　時価が連結貸  短期社債             -             -                -

　借対照表計上  社債             -             -                -

　額を超えない  その他             -             -                -

　もの   外国債券             -             -                -

  その他             -             -                -

  　小計           904           899              △4

合計         3,613         3,623               10

3. その他有価証券(平成23年３月31日現在)

連結貸借対 取得原価 差額

種類 照表計上額

(百万円) (百万円) (百万円)

 株式       381,087       150,590          230,496

 債券     1,191,780     1,181,176           10,604

  国債       505,720       502,344            3,376

　連結貸借対照   地方債       104,877       103,603            1,273

　表計上額が取   短期社債             -             -                -

　得原価を超え   社債       581,182       575,229            5,953

　るもの  その他       154,225       151,734            2,490

  外国債券       140,373       138,497            1,876

  その他        13,851        13,237              614

 　 小計     1,727,093     1,483,501          243,592

 株式        22,874        29,843          △6,968

 債券       838,068       845,230          △7,162

  国債       589,317       594,365          △5,047

　連結貸借対照   地方債        70,078        70,353            △275

　表計上額が取   短期社債             -             -                -

　得原価を超え   社債       178,672       180,511          △1,839

　ないもの  その他       169,073       177,947          △8,874

  外国債券       131,387       133,174          △1,787

  その他        37,685        44,772          △7,087

 　 小計     1,030,016     1,053,021         △23,005

合計     2,757,109     2,536,522          220,586



4. 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  該当ありません。

5. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(百万円) (百万円) (百万円)

 株式         1,962           277            16

 債券       926,695         5,727           693

　国債       859,003         5,409           677

　地方債        15,364            44             -

　短期社債             -             -             -

　社債        52,326           274            16

 その他        48,778           424            54

　外国債券        47,446           271            17

　その他         1,331           152            36

      977,435         6,429           764

6. 保有目的を変更した有価証券

  該当ありません。

7. 減損処理を行った有価証券

　有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく

下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸

借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下｢減損処理｣という。)しておりま

す。

合計

時価が取得原価に比べ下落

時価が取得原価に比べ30％以上下落

　当連結会計年度における減損処理額は、271百万円(うち、株式114百万円、社債7百万円、その他の証券148百万円)

であります。

　また、時価が｢著しく下落した｣と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区

分毎に以下のとおり定めております。

　破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

　要注意先

　なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に

経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社であります。破

綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に注意を要

する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であり

ます。

　従来は、有価証券(売買目的有価証券を除く。)で時価のあるもののうち、時価が取得原価の50％以上下落した銘柄

は一律減損処理し、時価が取得原価の30％以上50％未満下落した銘柄は過去１年間の平均時価が30％以上下落したも

のを減損処理するほか、信用リスク等を勘案し減損処理しておりましたが、当連結会計年度より、時価の下落率のほ

か発行会社の信用リスクに係る評価結果等を加味した、より合理的な総合判断に基づいて減損処理を行うため、上記

基準に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べ減損処理額は3,544百万円減少(うち、株式3,552百万円減少、社債7百万円増加)して

おります。

(追加情報)

　正常先

時価が取得原価に比べ50％以上下落又は、時価が取得原価に比べ

30％以上50％未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移し

ている場合等



(金銭の信託関係)

1. 運用目的の金銭の信託(平成23年３月31日現在)

連結貸借対照表計上額 当連結会計年度の損益に含まれた
(百万円) 評価差額(百万円)

運用目的の金銭の信託 1,965 －

2. 満期保有目的の金銭の信託(平成23年３月31日現在)

  該当ありません。

3. その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成23年３月31日現在)

  該当ありません。

(ストック・オプション等関係)

1. ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名

  営業経費 96百万円

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

平成20年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当行の取締役12名、当行の執行役員６名

株式の種類別のストック・オプションの数(注) 普通株式 87,100株

付与日

権利確定条件 権利確定条件は定めていない

対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない

権利行使期間 平成20年７月30日から平成50年７月29日まで

平成21年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当行の取締役12名、当行の執行役員５名

株式の種類別のストック・オプションの数(注) 普通株式 111,900株

付与日

権利確定条件 権利確定条件は定めていない

対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない

権利行使期間 平成21年７月30日から平成51年７月29日まで

平成22年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当行の取締役12名、当行の執行役員７名

株式の種類別のストック・オプションの数(注) 普通株式 143,700株

付与日

権利確定条件 権利確定条件は定めていない

対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない

権利行使期間 平成22年７月30日から平成52年７月29日まで

(注)   株式数に換算して記載しております。

平成20年7月29日

平成22年7月29日

平成21年7月29日



(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

② 単価情報

3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式

② 主な基礎数値及び見積方法

平成22年ストック・オプション

株価変動性 (注1) 31.8％　

予想残存期間 (注2) ５年３か月  

予想配当 (注3) １株あたり  10円  

無リスク利子率 (注4) 0.39％　

(注)1.   平成17年４月４日の週から平成22年７月19日の週までの株価の実績に基づき、週次で算出しております。

2.

3. 平成22年3月期の配当実績

4. 予想残存期間に対応する国債の利回り

4. ストック・オプションの権利確定数の見積方法

(連結自己資本比率)

(注)  連結注記表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

　国内基準による連結自己資本比率　　　13.55％

  当連結会計年度において付与された平成22年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の

とおりであります。

  就任から退任までの平均的な期間、就任から発行日時点までの期間などから割り出した発行日時点での取締

役の平均残存在任期間によって見積もっております。

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

権利確定前

前連結会計年度末        -        -

付与        -        -

失効        -        -        -

権利確定        -        -

未確定残        -        -

権利確定後

前連結会計年度末        -        -

権利確定        -        -

権利行使 10,200株 13,200株        -

失効        -        -        -

未行使残 75,400株        -

平成22年
ストック・オプション

平成21年
ストック・オプション

111,900株  

111,900株  

111,900株  

98,700株

143,700株  

143,700株  

85,600株

平成20年
ストック・オプション

権利行使価格 １株あたり  １円 １株あたり  １円  １株あたり  １円  

行使時平均株価 １株あたり  727円 １株あたり 727円        -

付与日における公正な評価単価 １株あたり  978円 １株あたり 805円  １株あたり 686円  

平成22年
ストック・オプション

平成21年
ストック・オプション

平成20年
ストック・オプション




